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　ルールを守らない不法な無線局は、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、携帯電話の通話を妨害する
だけでなく、警察、消防・防災行政無線など人命に関わる重要な無線に対する混信・妨害が発生するなど、
私たちの生活をおびやかしています。不法に開設された無線局を開設したり運用したりすると、電波法違反
で罰せられます。一人ひとりがルール（電波法）を守ってクリーンな電波環境を作りましょう。

●問い合わせ先／九州総合通信局　http：//www.kbt.go.jp/
○不法無線局、混信・妨害　　　☎０９６‐３６８‐８６５６
○受信障害（テレビ・ラジオ）　☎０９６‐３２６‐７８７３
○電波利用料　　　　　　　　　☎０９６‐３２６‐７８０５
○その他の行政相談　　　　　　☎０９６‐３２６‐７８１９

☆電波のことなら九州総合通信局へ

－ 守って！  電波のルール －
６月１日から１０日までは電波利用保護旬間です

　平成２０年７月より、障がい福祉サービスをご利用の方で、居宅・通所サービスをご利用された場合、また
は障がい児が居宅・通所・入所サービスのいずれかを利用した場合、所得区分に応じて利用負担の上限額が
軽減される場合があります。
　いずれも平成２０年７月より実施されます。

居宅・通所サービスなどの利用者負担が軽減されます
（障害者自立支援法の見直しに向けた緊急措置）

●問い合わせ先／福祉事務所障がい者支援班　☎８２‐９５１９
※ただし、所得によっては適用されない場合があります。

◎居宅・通所サービスの利用者負担の軽減
所得区分

低所得１

低所得２

平成２０年６月まで

３,７５０円

○居宅サービス　　　６,１５０円
○通所サービスのみ　３,７５０円
（短期入所を併用する場合を含む）

平成２０年７月から

１,５００円

○居宅サービス　　　３,０００円
○通所サービスのみ　１,５００円
（短期入所を併用する場合を含む）

◎障がい児への利用者負担の軽減（居宅・通所サービス利用時）
所得区分

低所得１

低所得２

一 般 ※

平成２０年６月まで

３,７５０円

○居宅サービス　　　６,１５０円
○通所サービスのみ　３,７５０円
※短期入所を併用する場合を含む

９,３００円

平成２０年７月から

１,５００円

○居宅サービス　　　３,０００円
○通所サービスのみ　１,５００円
※短期入所を併用する場合を含む

４,６００円

◎障がい児への利用者負担の軽減（入所サービス利用時）
所得区分

低所得１

低所得２

一 般 ※

平成２０年６月まで

０７,５００円

１２,３００円

１８,６００円

平成２０年７月から

３,５００円

６,０００円

９,３００円


